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平成17年－（ク）  事 件 の 表 示   

定  日  平 成 1 8  

尾
中
田
口
 
 

重
 
 
 

泉
横
甲
島
才
 
 

官
官
官
官
官
 
 

．
J
 
．
■
■
■
一
 
 
J
 
 
」
 
 
■
l
l
一
 
軍
軍
事
事
由
一
 
 

哉
裁
裁
栽
裁
 
 

長
 
 

徳
和
辰
仁
干
 
 

治
子
夫
郎
暗
 
 

別紙当事者目録記載のとおり  

東京高等裁判所平成17年（ラ〕第1355号〔平成1  

7年10月12日決定）  

原 裁 判 の 表 示  

裁判官全員一丑の意見で，次のとおり決定。  

第1 主文   

1 本件抗告を棄却する。   

2 抗告費用は抗告人の負担とする。  

第2 理由  

民事事件について特別抗告をすることが許されるのは，民訴法336条   

1項所定の場合に限られるところ，本件抗告理由は，違憲をいうが，その  

実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって，同項に規定する  

事由に該当しない。  

平成18年1月16日  

最高裁判所第一小法廷  

戸 敏 男㊥  裁判所書記官   松  

これけ正＋で占ヱ．。  
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上記12名代理人  
弁護士  

相  手  方  

同代表者理事長  

光  前  幸  一  ほか  

独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構  

輪  容太郎  
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